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基本計画　第６章　活力あふれる産業振興のまちづくり

　第１節　健康づくり推進
現況と課題

◦　本市の水産業は、燧灘を主たる漁場とする漁船漁業と、古くは江
戸時代から続く沿岸部に広がる広大な干潟を利用した海苔養殖業が
中心で、新鮮でおいしい海の幸を市民の食卓へ届けるとともに、伝
統的な食文化を次世代に繋ぐ重要な役割を担ってきました。
◦　しかしながら、担い手の高齢化や後継者不足による漁業従事者の
減少や干潟の環境変化に伴う貝類をはじめとする水産資源の枯渇、
輸入魚の増加や魚離れによる魚価の低迷、燃料及び資材の高騰など、
水産業を取り巻く環境は、年々厳しさを増してきています。（図6-3-
1･ 図6-3-2参照）
◦　こうした状況の中、地域漁業を守り育てるため、漁港や水産施設
の整備及び築いその設置による水産基盤の充実、魚介類の種苗放流
による資源造成、藻場づくり活動や漁場清掃による水産環境の改善
などを行ってきましたが、担い手確保や経営の安定化のためには、
最新の機械化導入による省力化や生産性の向上、共同利用施設の整備による利便性や安全性の確保、種苗放流や漁場環境
の改善による資源の回復や、水産物への興味・関心を高めるための魚食普及啓発活動など、より積極的な水産振興策を進
めることが必要となっています。
◦　また、近年は国土保全や保健休養など水産業の持つ多面的機能が見直されており、美しい漁村や浜辺、河川の風景や生
態系を再生・維持させることによる多面的機能のさらなる強化を図る必要があります。

平成31年度までに取り組む
施策内容

成果指標と目標値

●	水産業経営の安定化を支援します
●	水産業の基盤整備を推進します
●	水産業の持つ多面的機能の維持・発展
に努めます

海苔養殖漁場

指　　標
現　状　値
（平成₂₅年度）

目　標　値
（平成₃₁年度）

一経営体当たりの漁獲高 7,696千円
（平成24年度末） 8,000千円

種苗放流 76万尾 80万尾

河原津漁港北防波堤改修率 8％ 100％

年間藻場造成面積 0.2ha 0.3ha

　第３節　水産業の振興

資料：愛媛県調べ

図6-3-1　漁獲量・漁獲高の推移

資料：愛媛県調べ

図6-3-2　魚種別経営体の推移
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基本計画　第６章　活力あふれる産業振興のまちづくり

　第３節　水産業の振興
施策内容

（１）水産業経営の安定化を支援します
①　水産資源の造成を図るため、内水面を含めた魚介類の種苗放流を推進します。
②　水産業経営の安定化を図るため、収益力強化に資する施設の整備や、漁業後継者育成支援を行います。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

水産資源造成支援 魚介類の種苗を放流し、水産資源の造成を図る
水産振興対策事業（種苗放流）
水産資源育成事業

水産業者の経営安定支援
収益力強化に資する施設を整備し、水産業経営の安
定化を図る

漁業振興対策事業

青年漁業者の確保・育成 青年漁業者活動を支援し、漁業後継者育成を実施 水産振興対策事業

（２）水産業の基盤整備を推進します
①　漁業者が安心して漁業を営めるよう、漁港施設の補修を行い、防波堤など施設の長寿命化を図ります。
②　水産業の健全な発展と水産物の安定供給の確保のため、水産物加工処理施設などの整備を推進します。
③　漁場の生産性を高めるため、漁場改良や漁場清掃などの漁場整備に努めます。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

漁港整備の推進 河原津漁港防波堤などの施設の長寿命化
漁港施設ストックマネジメント事
業

水産物の安定供給
水産物加工処理施設などの整備を推進し、水産物の
安定供給を図る

（仮称）施設整備支援事業

漁場環境の改善 漁場清掃活動など漁場環境の整備に対する支援 水産振興対策事業（漁場清掃）

（３）水産業の持つ多面的機能の維持・発展に努めます
①　藻場、干潟などの維持・保全、漁業関係者が行う植樹などの環境保全活動を支援します。
②　漁村文化、食文化などの伝承のため、教育と啓発の場の提供及び魚食普及活動に努めます。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

水産業の多面的機能の維持

藻場づくり活動、植樹活動、漂流漂着物処理、出前
授業、魚食普及活動など、漁業者などが行う水産多
面的機能の効果的・効率的な発揮に資する活動に対
する支援

水産多面的機能発揮対策事業

水産資源造成支援 水産業の多面的機能の維持漁港整備の推進

第１期（平成18〜26年度）における実績
◦　クルマエビ、ガザミ、ヒラメなど約950万尾、アサリ、バカガイなど約30ｔの種苗放流を実施しました。
◦　西条地区船揚場上架施設を整備しました。
◦　河原津漁港機能保全計画を策定し、河原津漁港北防波堤の一部について補修工事を実施しました。
◦　藻場づくり活動、小学校への出前授業、魚を使った高校生料理コンテストなどの魚食普及活動などを実施しました。
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基本計画　第６章　活力あふれる産業振興のまちづくり

　第１節　健康づくり推進
現況と課題

◦　日本経済は、国の各種政策効果が表れる中で、着実に上向いてき
ており、製造業を中心に収益の改善がみられ、さらには賃金の引上
げの動きが広がるなど、経済の好循環に向け、前進を続けていると
されています。
◦　一方、本市は、臨海部を中心に非鉄金属、鉄鋼、半導体、輸送機
械、飲料、化学などの大手企業が立地するとともに、技術力の高い
中小鉄工・機械関連産業群が形成されており、四国屈指の製造品出
荷額を誇っています。（図6-4-1･ 図6-4-2参照）
◦　しかしながら、地域の経済や雇用を支える重要な存在である中小
企業・小規模事業者の多くは、未だ景気回復を実感するには至って
おらず、依然として厳しい経営環境下にあり、地域経済に活力を生
み出す取り組みが求められています。
◦　こうした中、ビジネスモデルの再構築や新市場開拓、技術開発な
ど積極的な事業展開を支援し、地域産業の競争力強化を図る必要があります。
◦　さらに、豊富な水資源や高速交通網の整備など優れた立地環境を強みに、企業立地の促進を図るとともに、既存立地企
業の設備投資に対する後押しや、新たな工業用地の確保など、企業ニーズに応じた施策を行う必要があります。

平成31年度までに取り組む
施策内容

成果指標と目標値

●	企業誘致と留置に努めます
●	中小企業などのものづくり産業を支援
します

ベトナム産業調査ミッションの様子

指　　標
現　状　値
（平成₂₅年度）

目　標　値
（平成₃₁年度）

新事業、販路開拓、共同研究な
どに対する補助件数（累計）

42件 160件

立地企業数 30件 60件

市内ものづくり企業と市内外企
業などとのマッチング件数

11件 20件

次世代人材育成プログラムへの
参加児童数

298人 400人

　第４節　企業活動の活性化（ものづくり産業の振興）

資料：平成24年工業統計調査より

図6-4-1　四国における西条市の製造品出荷額等

※平成25年は速報値　資料：工業統計調査より

図6-4-2　製造品出荷額等及び製造業従業者数の推移
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基本計画　第６章　活力あふれる産業振興のまちづくり

　第４節　企業活動の活性化（ものづくり産業の振興）
施策内容

（１）企業誘致と留置に努めます
①　本市の強みである豊富な水資源など優れた立地環境を活かして、利水企業、
食品加工関連企業をはじめとする高付加価値型産業など多彩な分野の企業誘
致を促進します。
②　既存企業の操業環境の向上、設備投資を支援し、企業の留置対策を強化し
ます。
③　企業が立地しやすい環境整備を図るとともに、新たな工業用地確保につい
て検討を行います。

（２）中小企業などのものづくり産業を支援します
①　中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営課題に対し、適切かつきめ細
かな支援を提供するため、株式会社西条産業情報支援センターの機能拡充・
強化を図ります。
②　新たな設備導入や新分野への進出、大学・研究機関などとの共同研究、人
材育成など企業競争力強化に資する取り組みを幅広く支援します。
③　外部関係機関との連携を強化し、大手企業とのマッチング機会の創出や都
市部で開催される大型展示会への出展、海外での事業展開を積極的に支援す
ることなどにより、国内外における成長市場の獲得を推進します。
④　将来の本市ものづくり産業を支え、その成長と発展を担う次世代人材の育
成を推進します。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

企業立地の促進 企業立地促進条例に基づく企業立地の促進 企業誘致対策事業

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

経営支援体制の構築
コーディネータ、アドバイザーなどの専門家を配置
し、中小企業の事業展開を支援し、継続的なフォロ
ーアップを実施

地域産業活性化推進事業

ものづくり産業競争力の強化
ものづくり中小企業が取り組む、新事業展開、販路
開拓、人材育成、業務改善、共同研究を支援

ものづくり中小企業競争力強化支
援事業

国内外における新たな市場開拓
推進

ものづくり中小企業による大型展示会への出展や海
外展開を支援

ものづくり中小企業等新市場開拓
戦略支援事業

ものづくり産業を支える次世代
人材の育成

市内小・中学生に対し、本市ものづくり産業に対す
る理解促進、興味喚起を促すプログラムを提供

次世代ものづくり人材育成事業

西条臨海工業団地

愛媛県、新居浜市と共同出展した
「関西機械要素技術展」の様子

第１期（平成18〜26年度）における実績
◦　企業立地促進条例に基づく奨励措置を活用して、積極的な企業誘致に取り組んだ結果、奨励金交付企業の新規直接雇用
数（西条市民）が228名となりました。また、平成25年度に、本市の強みである豊富な水資源や地理的条件を活かした食
品産業の集積と中小企業の雇用維持に繋がる積極的な設備投資を促進するため、企業立地促進条例を改正し、奨励措置を
拡充しました。
◦　独立行政法人中小企業基盤整備機構四国本部、株式会社伊予銀行との連携・協力協定の締結や株式会社西条産業情報支
援センターが経済産業省より「経営革新等支援機関」として認定を受けるなど、中小企業・小規模事業者に対する支援体
制の拡充・強化を図りました。
◦　平成25年度において、「ものづくり中小企業競争力強化支援制度」を新たに創設し、ものづくり中小企業の積極的な事
業展開を幅広く支援しました。
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基本計画　第６章　活力あふれる産業振興のまちづくり

　第１節　健康づくり推進
現況と課題

◦　近年、中心市街地を取り巻く環境は、郊外への大型商業施設の進
出やインターネット販売などによる購買機能の多様化、中心市街地
の人口減少・少子高齢化などの構造的な要因により、より厳しい状
況が続いています。本市においても平成22年８月に商店街の核であ
った老舗デパートが閉店し、零細小売業の集合体である商店街にと
って、非常に厳しい状況にあります。（図6-5-1･ 図6-5-2参照）
◦　本市は、内閣府より認定を受けた「西条市中心市街地活性化基本
計画」に基づき、平成20年７月から平成26年３月まで、「賑わいと
回遊性の向上」「まちなか居住の推進」の実現を目標に各事業に取り
組んできました。
◦　今後は、「西条市中心市街地活性化基本計画」で行った事業を土台
とした「人にやさしいまちづくり」に取り組み、人々が集うことが
できる魅力ある商機能を構築する地域コミュニティの形成を進める
とともに、市内全域への波及効果促進に努めていく必要があります。

平成31年度までに取り組む
施策内容

成果指標と目標値

●	中心市街地の活性化を図ります
●	商工関係団体などとの連携を強化し、
地域商業の活性化を図ります

「人にやさしいまちづくり」に取り組み、
地域コミュニティの形成を目指す商店街

指　　標
現　状　値
（平成₂₅年度）

目　標　値
（平成₃₁年度）

商店街空店舗率 35.3％ 33.0％

中心市街地商店街の１日の通行
量

5,734人 10,000人

中心市街地の居住人口 8,877人 9,100人

市内小売業の年間商品販売額
95,449
百万円

100,000
百万円

　第５節　商業の振興

※毎年度２月から３月に調査　資料：商工振興課調べ

図6-5-1　商店街の空店舗状況

※休日＝各年８月の土曜日に調査　資料：商工振興課調べ

図6-5-2　中心市街地商店街の１日の通行量（休日）
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基本計画　第６章　活力あふれる産業振興のまちづくり

　第５節　商業の振興
施策内容

（１）中心市街地の活性化を図ります
①　中心市街地には、商業機能と併せて人が集うことができるコミュニティ機
能が求められています。周辺の各施設・事業者と連携しながら、商店街団体
の自立を促すとともに、多様な都市機能が十分に発揮できる各種取り組みを
積極的に支援し、魅力ある中心市街地の形成に努めます。
②　空き店舗への出店を計画する商店街団体や事業者を支援し、商店街におけ
る業種・業態の拡大を図ることで、中心市街地商店街が持つ機能を向上させ、
まちなかの賑わい創出を図ります。

（２）商工関係団体などとの連携を強化し、地域商業の活性化を図ります
①　商工会議所・商工会と地元経営者と連携してSNSや情報技術など商業経
営の近代化に取り組み、地域特性を活かした商業の活性化を推進します。
②　中山間部や地域商店の撤退などにより徒歩圏内に商店が不足している地域
における高齢者などの買い物弱者の方に対し、買い物機能を確保・維持する
対策を検討するとともに、その解消に向けた取り組みを支援します。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

人が集う商店街づくりに向けた
支援

商店街団体などの運営支援と連携によるまちなか活
性化

商店街活性化事業

空き店舗活用による賑わいの創
出支援

空き店舗を活用する商店街団体及び事業者に対する
支援

商店街空き店舗活用事業

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

商工関係団体との連携強化 商工会議所や商工会などに対する運営支援と連携 産業文化フェスティバル事業

買い物弱者解消に向けた支援
市内全域を対象とした買い物弱者対策事業に対する
支援

買い物弱者対策事業

うちぬき水を使った
世界のコーヒーフェアの様子

産業文化フェスティバルの様子

第１期（平成18〜26年度）における実績
◦　平成20年７月から平成26年３月末まで内閣府認定「西条市中心市街地活性化基本計画」に掲げた事業を遂行しました。
◦　毎年４月下旬に「産業文化フェスティバル」を開催し、商工会議所・商店街・地元事業者との連携のもと、本市の産業
文化の振興及び発展を図りました。
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基本計画　第６章　活力あふれる産業振興のまちづくり

　第１節　健康づくり推進
現況と課題

◦　地域経済を取り巻く環境が大きく変化していく中、本市では、柔
軟な産業構造への転換と地域経済の持続的発展を実現するため、企
業誘致による「誘致外来型」の産業政策に加え、地域資源を活用し
た新規産業の創出や起業家の育成、新たな産業分野への進出支援な
どにより、地域活性化の原動力を強化する「内発型」の産業政策を
推進しています。
◦　そのような中、地域経済に活力を与えるとともに、新たな雇用の
確保に繋がる新事業創出や創業の促進、有望な起業家の育成に取り
組む必要があります。（図6-6-1･ 図6-6-2参照）
◦　一方、本市の農水産品の多くが県下第１位の出荷量を誇っており、
これらと人材、技術、その他の資源を有機的に結びつけ、地域産業
の「総合力」を活かすことができる取り組みを推進していく必要が
あります。
◦　特に、これまで本市が全国に先駆けて進めてきた総合６次産業都市の実現に向けた取り組みについては、農産物加工分
野に新たな事業が誕生するなどの成果が出てきたことから、本市の農業潜在力を最大限に発揮し、地域農業の構造改革に
資する施策として、これを前進・展開させることが急務となっています。

平成31年度までに取り組む
施策内容

成果指標と目標値

●	新事業の創出と起業家の育成を図りま
す
●	産学官金連携・農商工連携を推進しま
す
●	総合６次産業都市の実現を目指します

新規産業創出の拠点
西条市産業情報支援センター

指　　標
現　状　値
（平成₂₅年度）

目　標　値
（平成₃₁年度）

創業支援による創業実現数 5件 10件

新たに拡大した加工用野菜の販
売額

－ 11億円

地域資源を活用した新規産業へ
の事業展開支援数

2件 10件

食関連企業の誘致数 1件 5件

　第６節　新規産業の創出

55,503 56,243
54,392 53,723

51,722

資料：国勢調査から引用

図6-6-1　職業（大分類）別就業者数の推移

※各年度３月末日に調査　資料：商工振興課調べ

図6-6-2　インキュベータ室・SOHO 支援室入居件数の推移
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基本計画　第６章　活力あふれる産業振興のまちづくり

　第６節　新規産業の創出
施策内容

（１）新事業の創出と起業家の育成を図ります
①　西条市産業情報支援センターを拠点とし、新事業の創出や新分野への進出
支援などに取り組みます。
②　経済産業省より認定を受けた「創業支援事業計画」に基づき、関係機関と
の連携のもと、ワンストップ相談窓口の設置、インキュベーション支援、起
業塾、セミナーの開催などにより、創業を支援し、起業家の育成を図ります。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業
創業の促進と起業家の育成 創業支援事業計画に基づく各種創業支援事業の実施 ─

いよぎん西条みらい起業塾の様子

（２）産学官金連携・農商工連携を推進します
①　大学、研究機関、企業、金融機関などとの多様な連携により、優れた技術
シーズ及び専門的知見と中小企業が有する技術・アイデアの融合による新し
いものづくりの事業化や知的財産の保護などに取り組みます。
②　農林水産業と商工業などの連携を促進することにより、互いの強みや特色
ある地域資源を活かした新商品の開発や販路の拡大など、新たなビジネスモ
デルの構築を推進します。

（３）総合６次産業都市の実現を目指します
①　１次から３次までの全ての産業が連携することで地域に持続可能な新しい
産業を生み出し、生産から加工・流通までの流れが一つの地方都市の中に存
在する総合6次産業都市の実現に向け、積極的に各種施策を推進します。
②　先駆的な取り組みとして、マーケットインの考え方を基本とした農産物の
生産、加工、流通という一連の流れを構築する農業革新都市の実現を目指し
ます。
③　各種施策の推進に当たっては、関係分野におけるトップレベルの学識経験
者の知見を活かし、各種事業の着実な進展を図ります。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

地域資源を活用した新商品開発
の推進

各種セミナー・マッチングの開催
PR活動、情報収集、メディアなどへの情報発信と
食の創造館の機能強化

地域農商工連携促進対策事業

農商工連携による地域新産業の創出 各種補助事業に関する申請サポート・専門家派遣 地域農商工連携促進対策事業

商品開発セミナーの様子

総合６次産業都市推進会議の様子

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

高度人材育成の仕組みづくり 高等教育機関と連携し、総合6次産業都市を支える
高度人材の育成 西条農業革新都市推進事業

総合６次産業都市推進会議の開
催

全国トップレベルの学識経験者による総合６次産業
都市の実現に向けた検討会議の開催 西条農業革新都市推進事業

第１期（平成18〜26年度）における実績
◦　貿易商社、食品メーカー、農協などとの連携のもと、タイ国への四国産品輸出プロジェクトに取り組み、四国発の輸出
ルートの確立が実現しました。
◦　食品加工流通コンビナート構想の具現化へ向け、ＭＨ冷水製造システム※ を活用した、いちごの周年栽培と閉鎖循環型
温度管理陸上養殖の実証試験を実施し、農商工連携による新食料生産技術の基盤構築が進められました。
◦　総合６次産業都市の実現に向けた取り組みについて、平成23年12月に国から地域活性化総合特区の指定を受け、平成26
年５月には同じく国から地域活性化モデルケースの選定を受けました。具体的な事業としては、農産物加工工場の竣工な
ど農産物の生産機能及び加工・流通機能の仕組みづくりを行い、総合６次産業都市としての基盤を構築しました。
◦　関係機関との連携により策定した「創業支援事業計画」が、産業競争力強化法に基づき、経済産業省及び総務省の認定
を受け、創業希望者、創業者に対する支援体制が強化されました。

※ＭＨ冷水製造システム…�水素吸蔵合金が水素を吸収するときに発熱し、放出するときに吸熱するという性質を利用した環境にやさしい冷水製造
システム。
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基本計画　第６章　活力あふれる産業振興のまちづくり

　第１節　健康づくり推進
現況と課題

◦　本市には、石鎚山に代表される豊かな自然や歴史遺産、四国で唯
一の鉄道文化館、名水百選に選ばれた自噴水「うちぬき」、全国に誇
れる豪華絢爛「西条まつり」など、個々の魅力に満ちている観光資
源が数多く存在しています。既存の観光資源を磨き上げ、魅力ある
観光資源を売り出し観光客の満足度を高め地域全体の活性化を図る
必要があります。（図6-7-1･ 図6-7-2参照）
◦　近年の観光は、団体客ではなく少人数のグループによる旅行者が
増加していますが、気軽に本市を訪れ宿泊ができる周遊観光ルート
が確立されていません。地域の魅力を来訪者に体感してもらうため
に新たな観光ルートを開発し、効果的な宣伝・情報の発信を行い観
光客の拡大に努める必要があります。
◦　今後、来訪者の新しいニーズ（グルメ、体験、癒しなど）に対応
できるよう観光拠点の整備を図るとともに、再び訪れてみたいと思ってもらえるように受け入れ体制の充実と観光客に対
する“おもてなし”の向上を図っていく必要があります。
◦　また、国内観光客だけでなくインバウンド観光の推進を図り、外国人旅行者の様々なニーズに応えることのできる観光
地域づくりを進めるため、関係機関と連携し取り組む必要があります。

平成31年度までに取り組む
施策内容

成果指標と目標値

●	観光推進体制・拠点の整備を図ります
●	魅力ある観光ルートの確立と情報発信
を図ります
●	受け入れ体制の充実と“おもてなし”
の向上を図ります

石鎚山の紅葉

指　　標
現　状　値
（平成₂₅年度）

目　標　値
（平成₃₁年度）

観光入込客数 3,433,920人 3,777,000人

観光客宿泊数 237,950人 261,000人

鉄道歴史パーク in	SAIJO
ブログなどアクセス数

29,274件 60,000件

　第７節　観光産業の創出

資料：観光物産課調べ

図6-7-1　分野別観光入込客数

資料：観光物産課調べ

図6-7-2　宿泊施設数と宿泊者数の推移
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基本計画　第６章　活力あふれる産業振興のまちづくり

　第７節　観光産業の創出
施策内容

（２）魅力ある観光ルートの確立と情報発信を図ります
①　新しい周遊ルートを作り上げ、観光資源についてのプロモーションを強化し、魅力ある観光メニューを提供するこ
とにより観光客の誘客を図ります。
②　観光ニーズの多様化に柔軟に対応するため関係機関との連携を図りながら、広域観光にも積極的に取り組み、広域
での情報発信力を高めます。
③　魅せる観光ホームページづくりに努め、情報のネットワークを活用して、各種イベントや特産品などの魅力ある観
光情報の発信に努めます。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

各種観光イベントの開催支援 西条まつり、夏彩祭、丹原七夕夏まつり、小松町ふ
るさと祭りなどのイベントに対する支援 観光振興費

観光資源・観光ルートの開発 地域独自の観光資源・広域観光を活用したルートの開発 着地型観光ツアー誘致事業
石鎚山岳観光の振興 石鎚山系の奥深い魅力を情報発信し山岳観光の振興を図る 石鎚山魅力発信事業

観光宣伝の充実 魅力あるホームページ・観光パンフレットの作成
首都圏旅行会社に対して観光客誘致セールスを実施 観光宣伝事業

（１）観光推進体制・拠点の整備を図ります
①　石鎚山系観光ルートや鉄道歴史パーク in SAIJO、武丈公園周辺、石鎚ふ
れあいの里、本谷温泉周辺、石鎚山ハイウェイオアシス、椿交流館などの観
光拠点の整備、機能の充実を図り、来訪者のための利便性の向上と安全性を
確保し観光客集客を推進します。
②　外国人旅行者が安心して快適に、観光・移動・滞在することができるプロ
グラムの造成、観光案内標識などの環境整備に努めます。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

観光拠点の整備・維持管理
鉄道歴史パーク in SAIJO、石鎚ふれあいの里、本
谷温泉周辺、石鎚ハイウェイオアシスなどの観光拠
点の整備、維持管理

観光施設整備事業

国際観光戦略の展開 インバウンド観光の推進・外国人観光客受け入れ環境の整備 観光施設整備事業

四国鉄道文化館南館

（３）受け入れ体制の充実と“おもてなし”の向上を図ります
①　観光スポットの案内役を務め、観光振興の一端を担う観光ボランティアを
養成し、効率的なガイド案内を実施し、受け入れ体制の充実と“おもてなし”
の向上に努めます。
②　個人・少人数グループ旅行や団体など、多様化する旅行スタイルに対応す
る受け入れ体制の整備に努めます。
③　観光交流センターでの物産販売強化や観光協会が実施する各種事業の支援
に努めます。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業
受け入れ体制の充実と“おもて
なし”の向上 案内人（ガイド）の育成・組織化 西条市「観光ボランティアガイド」

養成事業

物産販売の推進 観光交流センター、各種イベントなどでの物産販売
体制などの確立支援 物産販売推進事業

観光交流センターでの物産販売

第１期（平成18〜26年度）における実績
◦　平成19年度にＪＲ伊予西条駅前に「鉄道歴史パーク in SAIJO」がオープンしました。パーク内にある観光交流センタ
ーでは、平成26年４月から本市の特産品や鉄道グッズの販売を始めるとともに、同年7月には、ＪＲ伊予西条駅の南側に
「四国鉄道文化館南館」がオープンし、既存の０（ゼロ）系新幹線とＤＦ50形ディーゼル機関車に加えて、Ｃ57形蒸気機
関車、キハ65形気動車、ＤＥ10形ディーゼル機関車、フリーゲージトレインの4両を新たに展示したほか、列車運転が体
験できるジオラマや鉄道標識、信号機なども展示することで、魅力情報発信機能を強化しました。
◦　平成26年度には石鎚山の魅力発信事業として、合併10周年を記念した登頂記念証の配布や石鎚山系での山岳スポーツを
実施することで山岳観光資源の情報発信にも力を入れました。
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基本計画　第６章　活力あふれる産業振興のまちづくり

　第１節　健康づくり推進
現況と課題

◦　景気回復の兆しが徐々に表れつつあり、リーマンショック以降急
速に悪化した雇用情勢は、管内有効求人倍率が１倍を上回るなど改
善の兆しがみられます。（図6-8-1参照）しかし、地域経済への波及
はまだまだ限定的であり、多くの企業では、絶えず新規事業の立ち
上げや、既存事業の見直し・再生などにより、新たな付加価値を創
出していかなければ淘汰される、非常に厳しい状況が依然として続
いています。こうした中、各企業では、既存の人材の能力開発に取
り組む一方で、新たな人材の確保においては、基礎的能力はもちろ
んのこと、それ以上に職業意識のある人材を求めるようになってき
ています。
◦　このような状況を踏まえ、本市では、次世代の地域を担う人材育
成を雇用対策における重要課題として取り組む必要があります。
◦　また、改善しつつある雇用情勢も、正社員有効求人倍率は0.66倍（平成25年度平均）、雇用促進が求められている障害
者雇用も、引き続き厳しい状況であり、就業機会の創出のための諸施策に取り組むとともに、企業に対する求人開拓など
の働きかけを行う必要があります。（図6-8-2参照）

平成31年度までに取り組む
施策内容

成果指標と目標値

●	産業人材の育成を図ります
●	就労機会の拡充を図ります
●	労働環境の充実を図ります

職場見学マッチング

指　　標
現　状　値
（平成₂₅年度）

目　標　値
（平成₃₁年度）

起業家教育・キャリア教育プロ
グラム受講者数

621人 700人

女性チャレンジスクール受講者
数

20人 30人

就業機会創出事業参加者数 307人 350人

地域労働者の福祉向上を目的と
した融資制度利用額

137,360千円 178,568千円

　第８節　産業人材・雇用環境

※各年度における有効求人倍率の平均値
（「H26 ４月～８月」は各月の平均値）

資料：ハローワーク西条提供

図6-8-1　有効求人倍率の推移

※「H26 ４月～８月」は各月末におる求職者数の平均値
資料：ハローワーク西条提供

図6-8-2　障害者求職者（各年度末）の推移
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基本計画　第６章　活力あふれる産業振興のまちづくり

　第８節　産業人材・雇用環境
施策内容

（３）労働環境の充実を図ります
①　勤労者が安全かつ快適に働くことができるよう、労働環境の向上を図ります。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

勤労者福祉の向上
地域労働者の福祉向上を目的とした地域労働者福祉
団体に対する活動支援及び勤労者の生活環境向上を
目的とした低利融資制度の実施

勤労者融資制度預託金事業

第１期（平成18〜26年度）における実績
◦　次世代を担う産業人材の育成を図るため、多くの小・中学生や高校生に対し、基礎的職業観や社会観などの醸成に繋が
る各種プログラムを提供しました。
◦　「リーマンショック」に端を発し平成20年11月以降悪化した地域雇用情勢に対する緊急雇用対策として、国の交付金事
業である「ふるさと雇用再生事業」及び「緊急雇用創出事業」を活用し、延べ594名の離職者に向けて就業機会を創出し、
また在職者に向けては処遇改善を図りました。
◦　地域人材と地域企業との出会いの場としてマッチング事業を開催し、延べ1,802名が参加、77件の就職が決定しました。

（１）産業人材の育成を図ります
①　小・中学生や高校生など次世代を担う学生層の早期職業人材養成を図るた
め、地域と学校、行政が密接に連携し、「起業家マインド」を育む各種プログ
ラムを実施します。
②　女性向けキャリアアッププログラムを実施し、地域の有能な女性人材の掘
り起こし・育成を図り、もって女性の職業的自立と社会進出を支援します。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

次世代（学生層）を対象とした
起業家教育の推進

小・中学生や高校生など、次世代人材の産業人材育成を
目的とした起業家教育・キャリア教育プログラムの実施

起業家マインド醸成事業

女性人材の育成・活性化
職業的自立を目指す女性を対象とした女性チャレン
ジスクールの開催

女性チャレンジスクール事業

うちぬき創造塾

（２）就労機会の拡充を図ります
①　地域で育った人材が、その能力を地域で存分に発揮できるよう、地元企業
とのマッチングを積極的に行い、雇用機会の拡大や就労の定着化を図ります。
②　次世代人材（学生層）や障害者、ニート・フリーターなどの雇用促進と、
都心部などからの移住希望者の定住促進を目的として、地元企業への求人開
拓活動などによる就労の場の創出を図ります。
③　地域資源を活用した新規産業の創出や積極的な企業誘致活動の推進などに
より、雇用機会の拡大を図ります。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

就労機会の創出
地域人材と地域企業との出会いと企業情報提供の場
の創出を目的として、合同就職面接会や就職フェア
などのマッチング事業を開催

雇用促進対策事業

人材マッチング・合同就職面接会
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基本計画　第６章　活力あふれる産業振興のまちづくり

◦　本市は、石鎚山を源とする加茂川によりかん養された良質で豊富
な地下水伏流水「うちぬきの水」をはじめ恵まれた環境の中、優れ
た農水産品が数多くあります。また、四国八十八箇所、観光農園、
温泉、産直市場など、観光の見所もたくさんあります。これら各種
の地域資源を有機的に活用することにより、地域ブランド力が向上
する可能性を有しています。
◦　しかしながら、こうした他に誇れる優良な地域資源があるにもか
かわらず、本市及び本市農水産品の知名度は全国的に見ると未だ低
い状況にあり、あまり知られていないというのが現状です。
◦　そこで、食の情報収集・発信拠点として整備した西条市食の創造
館のさらなる活用などにより、優位性や独自性のある地域資源のブ
ランド化と販路拡大、農商工連携による新商品開発などを推進し、
市のイメージを高め、地域全体のブランド化を図る取り組みが求められています。（図6-9-1参照）

　第１節　健康づくり推進
現況と課題

平成31年度までに取り組む
施策内容

成果指標と目標値

●	西条ブランドの構築・推進を図ります

西条市食の創造館

野菜ソムリエとの連携によるＰＲ事業
（野菜ソムリエコンベンション・東京）

大消費地でのＰＲ事業（物産展・横浜）

指　　標
現　状　値
（平成₂₅年度）

目　標　値
（平成₃₁年度）

地域資源を活用した商品開発数
（累計）

2件 10件

愛あるブランド認定数（累計） 14件 19件

　第９節　西条の価値や魅力の向上（まちのブランド化）

資料：産業政策課調べ

図6-9-1　西条市食の創造館利用者数の推移
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基本計画　第６章　活力あふれる産業振興のまちづくり

瓶ヶ森から望む石鎚山 うちぬきと地元野菜

　第９節　西条の価値や魅力の向上（まちのブランド化）
施策内容

（１）西条ブランドの構築・推進を図ります
①　石鎚山、うちぬきの水に代表される豊かな自然環境、そこで生産される優位性のある農水産品をリーディングブラ
ンドとして広く情報発信し、西条ブランドの定着化を図ります。
②　地域資源の供給者と実需者とのマッチングを積極的に実施し、販路の拡大を推進します。
③　食の創造館を拠点として、農業団体、生産者、野菜ソムリエなどと連携しながら、本市の「食」の情報発信に努め
ます。
④　本市特有の地域資源を活用し、西条ならではの特産品開発を推進します。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

地域ブランド化の推進 西条産品の情報発信、販路開拓 西条ブランド推進事業

特産品開発の推進 地域資源を活用した特産品開発
地域資源を活用した新商品開発推
進事業
食の創造館管理運営事業

第１期（平成18〜26年度）における実績
◦　平成19年４月１日、西条ブランドの確立及び総合６次産業化を推進する拠点施設として「西条市食の創造館」がオープ
ンしました。
◦　農協と行政と企業が連携して本市の地域資源であるゼスプリゴールドキウイの加工品開発に取り組み、リキュールやジ
ュース、アイスクリームが商品化されました。
◦　野菜や果物の魅力や感動を周りに伝えることができる野菜ソムリエを育成し、食育講座を開催したり野菜ソムリエの情
報誌「さくり」を発刊することで、地域の食文化の向上が図られました。
◦　供給者と実需者のマッチングを図ることで、販路の拡大が図られました。
◦　西条ならではの特産品開発を推進するため、平成26年度から新たな補助制度を創設しました。

裸麦 春の七草愛宕柿
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基本計画　第７章　構想の実現に向けて

構想の実現に向けて

第７章
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基本計画　第７章　構想の実現に向けて

　� 施策体系

構想の実現に向けて

第１節　協働のまちづくりの推進

第２節　地域コミュニティ活動の促進

Ａ　情報管理

Ａ　行政運営

Ｂ　情報公開

Ｂ　財政運営

第３節　時代の変化に対応した地域づくり

第４節　経営感覚のある行財政運営の実践

第５節　行政情報の運用

⑴協働のまちづくりを推進します

⑵市民活動団体の育成・支援を図ります

⑶市民活動団体のネットワーク化を図ります

⑴大学等研究機関との交流・連携を推進します

⑵男女共同参画を推進します

⑶国際交流を推進します

⑶国・県及び他市町との連携を強化します

⑶行政サービスの電子化を推進します

⑶情報公開・情報共有を推進します

⑵人材の有効活用及び資質向上を図ります

⑵個人情報を適正に管理します

⑵広報制度の充実を図ります

⑵公共施設の有効活用を推進します

⑵コミュニティ施設の整備を支援します

⑴スリムで質の高い行政運営システムを構築します

⑴情報システムを適正に管理します

⑴広聴制度の充実を図ります

⑴健全な財政運営を推進します

⑴地域コミュニティ活動を支援します
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基本計画　第７章　構想の実現に向けて

　第１節　健康づくり推進
現況と課題

◦　現在、本市も少子高齢化への対応、地域経済の再生、南海トラフ巨大地震への
備えなど、様々な課題に直面しています。
◦　また、人々のライフスタイルの多様化、社会経済情勢の変化などに伴い、地域
課題や住民などからのニーズも多様化し、行政のマンパワーや財源には限りがあ
る中、行政だけでの対応では十分な成果を上げることが難しくなってきています。
◦　こうした中、住民にとって最も身近な市民活動団体である自治会は、従来から
福祉、環境保全、広報、防災、防犯など様々な分野で精力的に活動しています。
◦　さらに近年、ＮＰＯ法人、ボランティア団体、企業などの様々な主体がまちづ
くりや社会貢献活動などを活発に展開しており、従来のように行政が全ての公共
サービスを担うのではなく、様々な主体が共に「公共」を担っていくという意識
を住民と行政で共有することが求められます。（図7-1-1･ 図7-1-2参照）
◦　そして、行政、住民、自治会、ＮＰＯ法人、ボランティア団体、企業などの様々な主体が目標を共有し、お互いの立場
や特性を理解し、対等なパートナーとして連携・協力しながらまちづくりや地域課題の解決、地域福祉の向上などに取り
組む「協働のまちづくり」を計画的かつ総合的に推進していくことが必要です。

平成31年度までに取り組む
施策内容

成果指標と目標値

●協働のまちづくりを推進します
●市民活動団体の育成・支援を図ります
●市民活動団体のネットワーク化を図り
ます

地域が連携した防災研修

　第１節　協働のまちづくりの推進

※まちづくりボランティア事業及び福祉ボランティア活動助成
金事業登録団体数 資料 : 市民生活課調べ

図7-1-1　ボランティア登録団体数の推移

資料：市民生活課調べ

図7-1-2　ＮＰＯ法人数の推移

指　　標
現　状　値
（平成₂₅年度）

目　標　値
（平成₃₁年度）

ボランティア登録団体数 59団体 70団体

ＮＰＯ法人数 19法人 30法人

（仮称）西条市市民活動支援セン
ター利用登録団体数

─ 150団体
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基本計画　第７章　構想の実現に向けて

　第１節　協働のまちづくりの推進

第１期（平成18〜26年度）における実績
◦　ボランティア団体の活動費補助による育成・支援に努め、ボランティア活動の推進に努めました。また、まち美化パー
トナー制度の推進を図り、団体登録の拡充を図りました。
◦　社会福祉協議会が運営しているボランティアセンターと連携し、ボランティアの普及・啓発、各種ボランティア活動者
及び団体の育成・支援に努めました。

施策内容
（１）協働のまちづくりを推進します

①　自治会などの地縁組織やＮＰＯなどのテーマで結びついた市民活動団体など、様々な主体が連携してまちづくりに
取り組むことができるよう、必要な場の提供やきっかけづくりを行います。

（３）市民活動団体のネットワーク化を図ります
①　（仮称）西条市市民活動支援センターを中心としたネットワークを構築し、市民活動団体間の交流・連携を促進しま
す。

（２）市民活動団体の育成・支援を図ります
①　市民主体のまちづくり及び協働のまちづくりを推進するため、その担い手となる人材及びＮＰＯ法人やボランティ
ア団体など、市民活動団体の育成・支援を行います。
②　ボランティアセンターと連携し、ボランティアの普及・啓発、活動者の育成や組織の充実を図るための研修機会を
提供します。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

協働のまちづくりの推進 協働のまちづくりの活動拠点の整備
（仮称）西条市市民活動支援センタ
ー設置事業

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

市民活動団体のネットワーク化
市民活動団体のネットワークを構築し、団体間の連
携を促進

─

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

協働の担い手となる人材及び団
体の育成

研修会、セミナー開催を通じた人材育成 協働のまちづくり推進事業

市民活動団体の育成・支援
公益的な活動を行う団体への助成制度の創設 ─

ボランティアの普及・啓発、ボランティア活動者及
び団体の支援

ボランティアセンター設置事業

様々な団体が協力して開催したウォーキング大会 ボランティアフェスティバル
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基本計画　第７章　構想の実現に向けて

　第１節　健康づくり推進
現況と課題

◦　少子高齢社会の到来、核家族化の進行、人々の価値観やライフスタイルの
変化などに伴う地域コミュニティの衰退は、地域で「助け合う」「支え合う」
といった住民の共助に対する意識の希薄化を招き、地域での犯罪抑止、防災
活動、子どもや高齢者の見守りなど、複雑化する課題への対応に支障を来た
しつつあります。（図7-2-1参照）
◦　しかし、平成23（2011）年３月11日に発生した東日本大震災では、自治
会などの地域住民による「共助」が住民の安否確認や炊き出しなどに大きな
力を発揮し、地域コミュニティの重要性を私たちに改めて認識させました。
◦　多様化、複雑化する地域課題を解決し、快適で安全・安心な暮らしを確保
するためには、行政だけでなく、地域をよく知る住民が中心となって、地域
のことを地域で考え、地域の特性に応じて主体的に取り組み、自ら課題解決
する「地域自治」の実現が求められています。
◦　このような中、地域の最も身近な施設である公民館の機能充実を図り、公民館を中心とした住民の主体的な活動を尊重
し、その活動を積極的に支援することにより、住民の共助による地域力の向上、さらには地域コミュニティの活性化に繋
げていく必要があります。

平成31年度までに取り組む
施策内容

成果指標と目標値

●地域コミュニティ活動を支援します
●コミュニティ施設の整備を支援します

三世代交流事業

指　　標
現　状　値
（平成₂₅年度）

目　標　値
（平成₃₁年度）

自治会加入率 67.2％ 70.0％

　第２節　地域コミュニティ活動の促進

資料 : 市民生活課調べ

図7-2-1　世帯数と自治会加入率の推移

資料：市民生活課調べ

図7-2-2　コミュニティ施設整備事業補助金額と補助件数の推移
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基本計画　第７章　構想の実現に向けて

　第２節　地域コミュニティ活動の促進
施策内容

（１）地域コミュニティ活動を支援します
①　地域住民自治やコミュニティ活動の中心的担い手として、重要な役割を果たしている自治会組織の育成や新規結成
を支援します。
②　公民館を拠点とし、概ね小学校区を単位とした自治会を中心に地域で活動する各種団体、学校、企業、行政機関な
どが連携して地域課題の解決に向けて取り組むことができる仕組みづくりを行います。
③　地域活動や研修会・講演会などを通じて、コミュニティ活動の推進力となるリーダーの育成に努めます。

（２）コミュニティ施設の整備を支援します
①　地域住民主体のコミュニティ活動の拠点となる集会所の整備を支援します。
②　地域内の情報伝達を円滑に行うための広報設備の整備を支援します。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

自治会組織の育成支援 自治会運営の支援、新規結成補助、自治会長研修 自治組織育成事業

地域コミュニティ活動支援
地域の各種団体などで組織する協議会の設立及び育
成・支援

─

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

コミュニティ施設の整備支援
集会所新築、集会所整備、集会所設備整備、集落広
報設備整備

コミュニティ施設整備事業

地域で彩る芝桜

地域のお祭り

自治会ソフトボール大会

集会所新築落成式

第１期（平成18〜26年度）における実績
◦　自治会組織の育成、支援により、西条市連合自治会及び支部組織の充実が図られ、活動が拡充されました。
◦　新たに13カ所の集会所が整備され、既存の集会所においては、要望に基づいて改修及び備品整備などを行いました。
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基本計画　第７章　構想の実現に向けて

　第１節　健康づくり推進
現況と課題

◦　大学等研究機関は、専門的な知識の集まる知の拠点であるとともに、多く
の研究者・学生が所属する機関です。人口減少問題など、時代の変化に対応
した地域づくりが求められる中、当機関と交流・連携を深め地域活性化を図
るとともに、地域独自の効果的な施策を展開していく必要があります。
◦　男女共同参画社会とはどのような社会であるのか、様々な視点や角度から
考察する必要があります。また、これからの社会において、性別や年齢など
に関係なく、誰もが幸せに生活するために、意識改革や環境整備を進める必
要があります。（図7-3-1参照）
◦　近年の物流網や情報網の発達により、地方都市においても国際化、情報化
が進み、今後も経済活動を中心に一層の国際化への対応が不可欠となってき
ています。
◦　多数の外国人が市内に在住しており、相互理解と外国人への支援がますます必要となっています。（図7-3-2参照）
◦　国際交流ボランティア団体が設立され、地道な活動を行っていますが、人材やノウハウの不足などの課題があり、さら
なる支援と連携が必要となっています。
◦　平成６年に友好都市協定を締結した中国保定市との行政間の相互交流は、不安定な日中関係の影響で停滞していますが、
河北大学など民間との交流は継続しており、今後においても、同市との交流活動を推進していく必要があります。

平成31年度までに取り組む
施策内容

成果指標と目標値

●大学等研究機関との交流・連携を推進
します
●男女共同参画を推進します
●国際交流を推進します

国際交流カフェの様子

指　　標
現　状　値
（平成₂₅年度）

目　標　値
（平成₃₁年度）

未来づくり講座※1受講者数 214人 2,000人

審議会などにおける女性委員の
割合

22.7％ 30.0％

「男女共同参画社会」という言葉
を知っている市民の割合

61.7％※2 80.0％

　第３節　時代の変化に対応した地域づくり

資料 : 総務課調べ

図7-3-1　審議会などにおける女性委員数の推移

資料：総務課調べ

図7-3-2　国籍別外国人登録者数の推移

※１　未来づくり講座…大学教員などによる教養講座
※２　平成26年度アンケート調査による
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基本計画　第７章　構想の実現に向けて

　第３節　時代の変化に対応した地域づくり
施策内容

（１）大学等研究機関との交流・連携を推進します
①　大学等研究機関との交流・連携を深め、環境・スポーツ・健康・産業など様々な分野において、先進的な知見を取
り入れたまちづくりを行います。
②　大学等研究機関に向けて地域の魅力を積極的に発信し、本市をフィールドとした学究活動の推進や研究拠点の創出
を目指します。
③　大学等研究機関と地域の交流を推進し、地域への専門的なノウハウの蓄積や地域資源の掘り起こし、人材の育成な
ど地域の活性化を図ります。

（２）男女共同参画を推進します
①　社会のあらゆる場において、男女共同参画の視点に立った意識改革を推進するとともに、意思決定の場への女性の
参画拡大を促進します。
②　第2次男女共同参画計画を策定し、男女が共に個性や能力を発揮することができる「男女共同参画社会」の実現を
目指します。

（３）国際交流を推進します
①　他文化に触れることにより、国際化に対する市民意識の高揚を目指し、外国人との相互理解を深めます。
②　広い視野を持ち国際化に対応できる人材の育成を行います。
③　市内の外国人住民が自立した生活ができ、地域住民と信頼関係を築き、互いに暮らしやすい環境整備を行います。
④　本市の特性を活かし、文化・産業・経済の発展を目指した交流や情報発信を行います。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

大学等研究機関との交流・連携
の推進

大学等研究機関との交流・連携の場の創出 フィールド大学事業

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

男女共同参画推進事業
男女共同参画に関する啓発活動
県及び近隣市町と連携したセミナー・勉強会などの
開催

男女共同参画推進事業

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

国際交流支援事業 国際交流関係団体が行う活動の支援及び協力 国際交流支援事業

国際交流員招致事業 国際交流員を招致し市内での国際交流活動を行う 国際交流員招致事業

第１期（平成18〜26年度）における実績
◦　７つの大学等研究機関（東海大学、京都大学大学院地球環境学堂、東京農業大学、総合地球環境学研究所、東京大学大
学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻、香川高等専門学校、愛媛大学）と教育・研究交流協定を締結して、幅広い分
野で連携・交流を進めてきました。
●　システム農学会、生き物文化誌学会、湧水保全フォーラム、実践総合農学会などコンベンションの誘致を行いました。
●　男女共同参画イベント・セミナーの開催による啓発活動を、毎年実施しました。
●　海外でのホームステイや現地の人たちとの交流を通してコミュニケーション能力を身につけ国際社会で活躍できる人材
の育成のため、アメリカウィスコンシン州メノモニーフォールズや中国保定市との民間相互交流を行いました。
●　国際交流イベントの開催により、国際理解の推進に努めました。
●　国際交流関係団体の連携と活動強化を図るため、西条市国際交流協会が設立されました。
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基本計画　第７章　構想の実現に向けて

　第１節　健康づくり推進
現況と課題

◦　地方分権が進展する中、地方自治体の裁量が増す反面、これまで以上に自
己決定と自己責任による行政運営が求められます。このため、行政の専門性
を高め、真に市民が必要とする政策を、効率的に実施する経営力を高めるこ
とが重要です。
◦　市民ニーズの多様化やライフスタイルの変化に伴い、公共に求められるサ
ービスの範囲は拡大しています。市民と情報を共有し、市民、行政、多様な
主体がそれぞれの役割を踏まえ、適切に対応していく必要があります。
◦　効率的な行政運営を行うため、行政活動の成果を常に検証するとともに、
事業や業務の在り方を見直し、限られた行政資源の最適な配分を行うことが
必要となります。
◦　本市では、これまで行政改革大綱や集中改革プランに基づき、指定管理者
制度の導入や業務の委託化及び合理化、効率化に取り組み、市職員を合併時から437人削減（平成26年４月１日現在）す
るなど、常に組織機構、職員配置を見直してきました。（図7-4-A-1･ 図7-4-A-2参照）
◦　今日の変動する社会情勢や多様化する市民ニーズに的確に対応するため、引き続き組織機構、職員配置の再編・見直し
を進める必要があります。
◦　今後、本格的な人口減少社会を迎える中で、地域の生活圏や行政サービスの水準を維持していくためには、他の自治体
との広域的な連携によって、機能を補完し合い、効率よくまちづくりを進めることがこれまで以上に求められています。
◦　地方の活性化が国家的な課題となってきており、国の施策との連携をより積極的に推進する必要があります。

平成31年度までに取り組む
施策内容

成果指標と目標値

●スリムで質の高い行政運営システムを
構築します
●人材の有効活用及び資質向上を図りま
す
●国・県及び他市町との連携を強化しま
す

西条市・新居浜市・四国中央市３市合同研修

指　　標
現　状　値
（平成₂₅年度）

目　標　値
（平成₃₁年度）

人口1,000人当たりの職員数 8.65人 8.60人

職員研修の受講者延べ人数 4,402人 5,000人

　第４節　経営感覚のある行財政運営の実践（Ａ 行政運営）

資料 : 行政改革推進課調べ

図7-4-A-1　指定管理者制度導入施設数の推移

※人口 : 各年3月31日現在住民基本台帳登録数
職員数 : 各年度定員管理調査の職員数

資料：職員課調べ

図7-4-A-2　職員総数と人口1,000人当たりの職員数の推移
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基本計画　第７章　構想の実現に向けて

　第４節　経営感覚のある行財政運営の実践（Ａ 行政運営）
施策内容

（１）スリムで質の高い行政運営システムを構築します
①　新たな「西条市行政改革大綱」を策定し、実施計画に基づく積極的な行政改革を推進します。
②　政策実現のため、既存の事業にとらわれることなく、事業や業務の見直しを行い、効率的な行政を推進します。
③　市有施設の管理運営手法について、民間企業のノウハウを活用し、より効果的な運営が期待できる指定管理者制度
などの導入を推進します。また、指定管理者のモニタリング（履行評価）を行い、より質の高い施設運営を目指しま
す。
④　「官から民へ」の発想のもとに、これまでの行政によるサービスの手法を見直し、可能なものから各種団体などに実
施主体を移行できるよう検討します。

（２）人材の有効活用及び資質向上を図ります
①　地方分権改革の進展に伴い、新たな行政課題や多様化、複雑化する住民ニーズに、地方自治体自らの判断と責任に
おいて的確かつ迅速に対応するため、最も効果的な組織体制を整備するとともに、時代の変化に即した適正な定員及
び人員配置に努めます。
②　限られた職員数の中、住民サービス向上に資する有能な職員集団をつくりあげるため、「人材育成基本方針」に基づ
き効果的な職員研修を実施するとともに、人事評価制度を導入し、職員の意欲と能力を高め、少数精鋭の組織体制を
推進します。

（３）国・県及び他市町との連携を強化します
①　国の施策を活用するための計画策定や庁内体制の整備に努め、地域の活性化に取り組みます。
②　愛媛県との連携を深め、県・市町が一体となった地域課題の解決を図ります。
③　地域医療や産業支援、広域観光ルートの形成など、地域の共通する課題に対して共同で解決を図るため、より一層
近隣市町との連携を強化します。
④　従来からの広域行政事務について、効果、効率の観点から見直しを行うとともに、共通した行政課題の解決に向け、
関係市町と取り組みます。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

行政改革大綱の策定 新たな行政改革大綱を策定し、積極的な行政改革を
実施 行政改革推進事業

指定管理者制度の検証と導入
市有施設の管理運営手法について検証するととも
に、民間企業のノウハウを活用し、より効果的な運
営が期待できる施設への制度導入

行政改革推進事業

行政サービスの各種団体などへ
の権限移譲

行政が実施している事業や業務の役割を見直し、各
種団体などが主体的に行える取り組みを検討 ─

基本事業名 内　　　容 主な予算事業
効率・効果的な定員管理 時代の変化に即した適正な定員管理の実施 ─

職員研修の充実 「人材育成基本方針」に基づく職員研修などの充実に
よる人材育成の推進 ─

人事評価制度の導入 能力と実績に基づく人事評価の実施による職員の意
識改革と人材育成の推進 ─

基本事業名 内　　　容 主な予算事業
愛媛県・市町連携推進プランで
の連携 愛媛県を中心に県内20市町が連携施策を推進 ─

新居浜・西条地区広域行政圏協
議会による広域行政の推進 新居浜・西条地区における共同事務の実施 ─

第１期（平成18〜26年度）における実績
◦　平成18年度から導入した指定管理者制度により、16施設（平成26年4月1日現在）が指定管理者制度による施設運営を
行っており、経費削減などにより効果的な運用に繋がりました。
●　指定管理者制度の導入や業務の委託化などに取り組み、適正な定員管理を実施した結果、平成18年度から市職員を377
人削減しました。
●　「職員研修計画」に基づく積極的な研修を実施した結果、平成18年度と25年度を比較して研修受講者が787人増加しま
した。
●　平成20年度から22年度にかけて行った老人福祉施設及び知的障害者福祉施設など5施設の民間移譲に伴い、職員の配置
替えによる新規採用の抑制などで、総人件費の縮減に繋がりました。
●　平成23年度から愛媛県・市町連携推進本部に参画する中で、広域的な連携施策を積極的に提案してきました。
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基本計画　第７章　構想の実現に向けて

　第１節　健康づくり推進
現況と課題

◦　本市の財政状況は歳入面において、リーマンショック後の経済危機の
影響を引き続き受ける中、市税は未だ十分な水準まで回復しておらず、
また、依然、地方交付税の見通しも不透明であり、その一方で、歳出面
では少子高齢化をはじめとした社会経済環境の変化を受けて、財政需要
がますます高度化・多様化しており、極めて厳しい財政運営が続くもの
と想定しています。（図7-4-B-1･ 図7-4-B-2参照）
◦　今後、重要課題への予算の重点的な配分やコスト意識を備えた経営感
覚のある財政運営を行う必要があります。
◦　現在、本市が保有する施設・建物のうち昭和40年代から50年代のい
わゆる高度成長期に建築された築30年を超えるものが4割以上を占め、
今後更新時期が集中して到来することになり、大きな財政負担が予想さ
れます。
◦　公共施設情報のデータベース化が完了し、そのシステムを運用することにより全庁での情報の一元化・共有化・可視化
を行い、効率的な維持管理による長寿命化・延命化を図る必要があります。
◦　公共施設の空きスペースなどの利活用を進めていますが、さらに有効活用を図る必要があります。

平成31年度までに取り組む
施策内容

成果指標と目標値

●健全な財政運営を推進します
●公共施設の有効活用を推進します

青少年センターを改修し、整備した
スポーツコミュニティセンター

指　　標
現　状　値
（平成₂₅年度）

目　標　値
（平成₃₁年度）

財政健全化判断比率等 国の基準値未満 現状維持

　第４節　経営感覚のある行財政運営の実践（Ｂ 財政運営）

※財政力指数とは、財政の豊かさを示す指数で、数値が高いほ
ど自主財源の割合が高く、財政力が強い団体であることを示
す 資料：財政課調べ

図7-4-B-1財政力指数の推移

※経常収支比率とは、財政構造の弾力性を判断する指数で、数
値が低いほど弾力性が大きく自由に使える財源の割合が高い
ことを示す 資料：財政課調べ

図7-4-B-2　経常収支比率の推移
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基本計画　第７章　構想の実現に向けて

　第４節　経営感覚のある行財政運営の実践（Ｂ 財政運営）
施策内容

（１）健全な財政運営を推進します
①　安定した財政基盤を確立するため、自主財源の確保に努めます。特に市税については、収入増加に向けた産業振興
の推進などに積極的に取り組むとともに、課税客体の的確な把握や収納率の向上に努めます。また、財政の健全化及
び公平・公正な行財政の運営のために、債権管理の適正化を図ります。
②　重要課題へ予算を集中配分し、限られた財源の効率的運用を図るとともに、常に事務事業の見直しを行い、事務コ
ストの削減と事業のスリム化に努めます。
③　財政情報の開示を積極的に行い、財政運営の透明化を図ります。
④　合併特例期間終了後の自立的、持続的な財政運営を見据え、歳入規模に見合った財政構造へと転換を図ります。

（２）公共施設の有効活用を推進します
①　公共施設の劣化度や利用状況・管理コストなどを一元的に把握し、計画的な維持・保全・更新を行うことで財政負
担の平準化と、施設の有効利用を図ります。
②　市民サービスの低下を招かないよう配慮しつつ、施設の適正な配置を検討するとともに、旧市町庁舎などの空きス
ペースの積極的な利活用に努めます。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

財政健全化指標の算定及び公表
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づ
く、財政の健全性に関する比率を算定及び公表

─

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

効率的な公共施設の管理運営
公共施設情報の共有化を図り、更新や長寿命化を計
画的に実施

─

公共施設の有効活用 空きスペースの利活用など、公共施設を有効活用 ─

公共施設等総合管理計画の策定

老朽化や利用状況、管理コストなど、公共施設など
の状況を一元的に把握し、長期的な視点を持って更
新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことによ
り、財政負担を軽減・平準化し、公共施設などの最
適な配置を実現する

─

第１期（平成18〜26年度）における実績
◦　財政の豊かさを示す財政力指数が、全国市町村平均、県内市町村平均を上回っており、比較的財政力の高い状況を維持
しています。
●　財政健全化判断比率等については、いずれの指標も国が示す基準値を下回っており、比較的健全な財政状況を維持して
います。
●　丹原総合支所３階を改修し丹原図書館を、西条西部公園内の旧青少年センターを改修しスポーツコミュニティセンター
を整備し、公共施設の有効活用を図りました。
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基本計画　第７章　構想の実現に向けて

　第１節　健康づくり推進
現況と課題

◦　社会・家庭において高度情報通信環境が幅広く整備され、また、パソ
コン・スマートフォン・タブレット端末などの多種多様な情報端末の普
及により、時間や場所を問わず、誰もが高度な情報サービスを利用でき
る社会となった現在、より利便性が高い情報サービスが求められてい
ます。
◦　高度情報化社会の進展に伴い、個人情報の利用、大量処理が拡大して
おり、不適切な取扱いがされた場合には、個人情報の流出などにより甚
大な被害が予想されるため、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個
人の権利利益を保護する必要があります。
◦　平成25年６月に閣議決定された「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」に
おいて、重要な位置づけとなっている「社会保障・税番号制度」の推進
による公共サービスのワンストップ化の実現及びGIS（地理情報システム）の高度利用を促進することが求められていま
す。（図7-5-A-1参照）

平成31年度までに取り組む
施策内容

成果指標と目標値

●情報システムを適正に管理します
●個人情報を適正に管理します
●行政サービスの電子化を推進します

情報システムサーバ機器

指　　標
現　状　値
（平成₂₅年度）

目　標　値
（平成₃₁年度）

市民向けGIS として公開可能
な地理情報

12件 25件

　第５節　行政情報の運用（Ａ情報管理）

情報システム研修の様子
資料：IT 振興課調べ

図7-5-A-1　年度別 GIS 延べ利用数
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　第５節　行政情報の運用（Ａ情報管理）
施策内容

（１）情報システムを適正に管理します
①　利用増加が見込まれるタブレット端末などの機器運用に対応するため、庁内ネットワークに無線 LAN設備の導入
を検討します。

（２）個人情報を適正に管理します
①　個人情報保護条例に基づき個人情報の有用性に配慮し、個人情報の適正な管理に努めます。

（３）行政サービスの電子化を推進します
①　社会保障・税番号制度のシステム化により、公共サービス手続きなどのワンストップ化の実現を推進し、利便性の
高い公共サービスの向上に努めます。
②　GIS（地理情報システム）のデータ利活用を推進し、市民向けGISサービス提供へ向けた取り組みを進めます。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

行政情報化の推進
電子行政サービスの充実とシステム及びネットワー
クの維持管理、無線 LAN設備の導入

情報ネットワーク運用事業
電子計算機処理業務

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

個人情報保護の推進
市民の利便性の向上、行政運営の効率化など個人情
報の有用性に配慮した個人情報の適正な管理

情報公開・個人情報保護関係事務

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

社会保障・税番号制度のシステ
ム化の推進

制度に合わせたシステム構築及び既存システムの改
修

社会保障・税番号制度システム整
備事業

統合型GISの整備推進 地図情報の共有化、利用促進、市民公開 統合型GIS整備事業

第１期（平成18〜26年度）における実績
◦　平成21年度に統合型ＧＩＳの核となる全庁利用が可能な庁内Ｗｅｂ -ＧＩＳを導入しました。
◦　地図業務の電子化と地理情報の共有化を推進し、紙地図ではできなかった集計、統計、分析処理などが可能となり、業
務の効率化・迅速化が図られました。また、都市計画区域図、農業振興地域図、用途地域図などの公開可能な地理情報を
作成しました。
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　第１節　健康づくり推進
現況と課題

◦　地方自治体においては、主体的なまちづくりを進めて、「自立と自活」
を実現していくことが求められており、その実現においては、市民の持
つ力、「市民力」を積極的に活かしていくため、市民の行政への参画は
不可欠です。
◦　市民の市政への参画を促すためには、市民が行政情報を知ることが重
要です。インターネットの普及によりタイムリーな情報発信が可能にな
り、様々な媒体の利点を活かした情報提供が求められています。
◦　市民の意見が市政に反映される仕組みを構築し、市民と行政の協働に
よるまちづくりを進めることが必要となっています。（図7-5-B-1参照）
◦　本市では、広報紙・ホームページ・フェイスブックなどによる情報提
供を行うとともに、広聴事業を実施することにより、市政への市民参加
の機会を充実させ、市民の意見を市政へ反映するよう努めています。（図7-5-B-2参照）
◦　行政に対する市民の理解と信頼を確保するため、行政機関が保有する情報を積極的に公開し、行政の諸活動を市民に説
明する責務を果たすことにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることが望まれます。

平成31年度までに取り組む
施策内容

成果指標と目標値

●広聴制度の充実を図ります
●広報制度の充実を図ります
●情報公開・情報共有を推進します

市政懇談会

指　　標
現　状　値
（平成₂₅年度）

目　標　値
（平成₃₁年度）

地域での懇談会の回数 13回 28回

市民からの意見書などの提出数 492件 550件

ホームページアクセス数 702,413件 800,000件

フェイスブックアクセス数 308,312件 890,000件

　第５節　行政情報の運用（Ｂ情報公開）

資料 : 広報広聴課調べ

図7-5-B-1　各種広聴制度による意見数の推移

資料：広報広聴課調べ

図7-5-B-2　ホームページアクセス数の推移
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　第５節　行政情報の運用（Ｂ情報公開）
施策内容

（１）広聴制度の充実を図ります
①　広聴事業を充実し、市民ニーズの把握に努め、市民との協働のまちづくりを推進していくことができる体制づくり
に努めます。
②　市民の意見を市政へ反映する重要な手法である、パブリックコメント制度の充実を図ります。
③　市長をはじめ市職員が各公民館に出向き直接対話懇談する「市政懇談会～市長とキャッチボール～」を実施するこ
とにより、市民との対話に努め、行政への市民参加の機会の充実を図ります。
④　市長が本庁、各総合支所において直接団体やグループと意見交換する「ようこそ市長室・移動市長室へ」を実施す
ることにより、地域のニーズの把握に努めます。
⑤　西条うちぬき倶楽部を設置し、全国各地で活躍している本市出身者などとネットワークを形成し、市政に対する幅
広い意見や情報を収集するとともに、市のＰＲなど情報発信に努めます。

（２）広報制度の充実を図ります
①　広報紙は市の施策などを的確に伝える最も有効な手段であり、この内容が市民生活の基盤となることから、正確で
わかりやすい編集を行うとともに、市の施策だけでなく、国や県の動向などにも着目し、市民が必要とする行政情報
についても積極的に提供します。
②　リアルタイムに情報を発信できるホームページやフェイスブックについて、その最大の利点を活かして、情報の質・
鮮度・量を吟味した上で、迅速な情報提供に努めます。
③　ケーブルテレビなどを活用し、広報番組を制作、放送することで、市内外に市の魅力や政策をＰＲすることに努めます。

（３）情報公開・情報共有を推進します
①　市民の市政への参画を促進し、市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた行政の実現に寄与するため、行政
情報の公開と共有を推進し、市政運営の透明性の確保に努めます。
②　市民に説明する責務を果たし、市民の知る権利を保障するため、情報公開条例に基づき行政情報を公開します。
③　市が保有する統計情報を提供します。
④　市の保有する公文書の管理について、統一的な運用を図るため、基本的な管理ルールを徹底するとともに、歴史的
公文書の保存及び利用などのルールについて検討します。

基本事業名 内　　　容 主な予算事業
広聴制度の充実 パブリックコメント制度、意見書制度、市政モニター制度 広聴事業
市民との対話の場づくり 市政懇談会、ようこそ市長室・移動市長室への開催 広聴事業

情報収集・情報発信 市外在住の本市出身者などを対象とした情報収集・
情報発信 西条うちぬき倶楽部推進事業

基本事業名 内　　　容 主な予算事業
広報紙発行事業 正確でわかりやすい行政情報の提供 広報事業
ホームページ及びフェイスブッ
ク更新事業 最新の行政情報の提供 ホームページ等情報発信事業

広報番組制作事業 市をＰＲする情報の提供 広報番組制作事業

基本事業名 内　　　容 主な予算事業

情報公開制度の活用 市民が利用しやすい環境を整備し、市民と行政との
情報共有を図る 情報公開・個人情報保護関係事務

統計情報の拡充 ホームページ及び統計手帳の作成により各種統計情
報の提供 統計調査費

公文書の管理 公文書の適正な管理、歴史的公文書の適切な保存及
び利用などの検討 ─

第１期（平成18〜26年度）における実績
◦　広報紙、ホームページ、フェイスブック、広報番組を使った広報事業の充実に努めました。特に、平成26年度において
は、ホームページリニューアル、ＰＲ特別番組の制作、市勢要覧の制作などを行ったことで、今後の広報事業をさらに充
実させるための基盤づくりをすることができました。
●　平成25年度から、市長が市政報告を行うとともに地域の声を市政の運営に役立てるために、「市政懇談会～市長とキャ
ッチボール～」を各公民館で開催しました。
●　平成25年度から、市長が本庁、各総合支所において直接団体やグループと意見交換を行う「ようこそ市長室・移動市長
室へ」を実施しました。
●　平成26年度から、全国各地で活躍している本市出身者などとネットワークを形成し、市政に対する意見や情報収集、市
のＰＲなどの情報発信などを行う「西条うちぬき倶楽部」を設置し、毎月広報紙や地域情報を発送するとともに、東京・
大阪において情報交換会を開催しました。





付 資属 料
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　� 付属資料

資料１　‌�序論　第2章「西条市の概況」補足

資料２　西条市総合計画審議会条例

資料３　西条市総合計画審議会委員名簿

資料４　諮問書

資料５　答申書
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　資料１　序論　第２章「西条市の概況」　補足
１　自然的・地理的特性について

　（１）　県内各市市域面積（上位３市）（平成25年10月1日現在・単位：㎢）

　　①　西予市　　514.81

　　②　西条市　　509.07
　　③　宇和島市　469.59

（資料：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」）

　（２）　市内可住地面積等（平成25年・単位：㎢）

　　　　・可住地面積　　154.57

　　　　・林野面積　　　354.50

（資料：愛媛県統計課「統計からみた市町村のすがた」）

　（３）　主要山岳標高（単位：m）

　　①　石鎚山　　1,982

　　②　二ノ森　　1,930

　　③　瓶ケ森　　1,897

（資料：観光物産課）

　（４）　主要河川延長（単位：㎞）

　　①　加茂川　　28.64

　　②　中山川　　23.09

　　③　渦井川　　12.82

（資料：愛媛県河川調書）

２　社会的・経済的特性について

　（１）　歴史的経緯

　　　・「西条藩」「小松藩」の始まり

　　　‌�　一柳直盛が寛永13年（1636年）に伊勢神戸から伊予国西条６万8,600石に転封さ

れたが、同年、直盛は西条に向かう途中、大阪で病没した。このため、遺領は３人

の子に分与（西条・川之江・小松）され、西条藩３万石は一柳直重が、小松藩１万

石は一柳直頼が相続し、それぞれ陣屋町が開かれた。

（資料：「西條市誌」・「小松町誌」）

　　　・明治以降の市町村の変遷

　　　　（旧西条市）

　　　　　明治22年　　‌�西条大師町、西条本町、西条東町、西条栄町、明屋敷村が合併し、

西条町となる。

　　　　　明治41年　　氷見村が町制施行し、氷見町となる。

　　　　　大正14年　　西条町、大町村、玉津村、神拝村が合併し、西条町となる。

　　　　　昭和16年　　‌�西条町、氷見町、飯岡村、神戸村、橘村が合併し、市制施行し、
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西条市となる。

　　　　　昭和31年　　大保木村、加茂村、新居浜市大生院の一部を編入合併する。

　　　　（東予市）

　　　　　明治34年　　壬生川村が町制施行し、壬生川町となる。

　　　　　昭和15年　　壬生川町、多賀村が合併し、壬生川町となる。

　　　　　昭和30年　　‌�壬生川町、国安村、吉岡村、吉井村、周布村が合併し、壬生川町

となる。

　　　　　昭和30年　　三芳村、楠河村、庄内村が合併し、三芳町となる。

　　　　　昭和46年　　壬生川町と三芳町が合併し、東予町となる。

　　　　　昭和47年　　東予町が市制施行し、東予市となる。

　　　　（丹原町）

　　　　　大正₂年　　福岡村が町制施行及び改称し、丹原町となる。

　　　　　昭和30年　　丹原町と徳田村が合併し、丹原町となる。

　　　　　昭和30年　　中川村と桜樹村が合併し、中川村となる。

　　　　　昭和31年　　丹原町、田野村、中川村が合併し、丹原町となる。

　　　　（小松町）

　　　　　明治31年　　小松村が町制施行し、小松町となる。

　　　　　昭和26年　　千足山村が石鎚村に改称する。

　　　　　昭和30年　　小松町、石根村、石鎚村が合併し、小松町となる。

（資料：西条市統計手帳）

　（２）　産業の状況

　　　・経営耕地面積　　495,252アール

（資料：平成22年農林業センサス）

　　　・製造品出荷額等　8,859億円

　　　　　（主な産業分類別内訳）　　非鉄金属　　　4,960億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　鉄鋼　　　　　1,033億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　輸送用機械　　　643億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　生産用機械　　　564億円

（資料：平成24年工業統計調査）



143

付属資料

　資料２　西条市総合計画審議会条例
平成17年３月30日

条例第８号
改正　平成25年６月24日条例第31号

（設置）
第１条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、西条市
総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。
（所掌事務）
第２条　審議会は、市長の諮問に応じ、西条市総合計画（以下「計画」という。）に関する
必要な事項について、調査し、及び審議する。
（組織）
第３条　審議会は、委員若干人で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
　（１）　公共的団体の役員
　（２）　学識経験のある者
　（３）　その他市長が適当と認める者
　　　　（平25条例31・一部改正）
（委員の任期）
第４条　委員の任期は、計画決定の日までとする。ただし、職名により選ばれた委員は、
それぞれの職名の在任期間とする。
（会長及び副会長）
第５条　審議会に会長及び副会長を置く。
２　会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
３　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
４　副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務
を代理する。
（会議）
第６条　審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
２　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。
（庶務）
第７条　審議会の庶務は、計画策定業務担当課において処理する。
（委任）
第８条　この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
　　附　則（平成25年６月24日条例第31号）
　この条例は、公布の日から施行する。
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　資料３　西条市総合計画審議会委員名簿
氏　　　名 団体名・役職名 正副会長

伊藤　忠蔵 西条青年会議所理事長

稲井　義隆 西条市医師会事務長

越智　俊盛 西条労働者福祉協議会副会長

木村　留里子 西条市小中学校校長会・飯岡小学校長

近藤　洋子 西条市保育協議会・神拝保育園長

佐伯　峰義 周桑農業協同組合代表理事専務

佐伯　由貴恵 西条市社会福祉協議会理事

白木　泰子 西条市農業協同組合理事

関野　邦夫 西条市観光協会会長

千田　晃代 西条市PTA連合会育成委員長

髙橋　美代子 西条市男女共同参画推進会議会長 副会長

田口　勝三 西条市連合自治会会長 会　長

徳永　米子 西条市連合婦人会会長

平田　忠士 西条市老人クラブ連合会会長

藤田　國博 西条市水産振興対策協議会会長

三村　康行 西条市消防団団長

山内　章正 西条商工会議所副会頭

渡部　高尚 いしづち森林組合代表理事組合長

（五十音順・敬称略）
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　資料4　諮問書

西総合第130号の２

平成26年８月22日

西条市総合計画審議会会長　殿

西条市長　青　野　　勝

第２期西条市総合計画基本構想案について（諮問）

　西条市総合計画審議会条例(平成17年３月30日条例第８号)第２条の規定

に基づき、第２期西条市総合計画基本構想を別添のとおり策定することにつ

いて、貴審議会の意見を求めます。
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　資料５　答申書

平成26年10月29日

西条市長　青　　野　　勝　　殿

西条市総合計画審議会
　会長　田　口　勝　三

第２期西条市総合計画基本構想案について（答申）

　平成26年８月22日付け西総合第130号の２で諮問のあったこのことにつ
いては、適当であると認めます。
　なお、今後の基本計画の策定にあたっては、審議過程において意見のあっ
た下記事項を付記するので、特に留意されるよう要望して答申といたします。

記

１　働きながら安心して子どもを産み育てられるような環境の整備をはじ
め、医療体制の充実や福祉の充実に努めること。

２　災害への対応を含め関係機関との連携を一層強化し、安全で安心して暮
らせるまちづくりの推進に努めること。

３　教育施設の環境整備をはじめ、教育機器等学校教育の充実に努めること。

４　農業の担い手育成を図り、農業振興に努め、ブランド化を一層推進する
こと。

５　国内外の観光客の増加を見込んだ戦略を企て、地域の活性化を図ること。

６　企業誘致を図り、働きがいのある企業の育成に取り組む等、産業振興に
力を注ぎ、人口減少の抑止に努めること。

７　まちづくりの指針を広く市民に浸透させ、市民にとってわかりやすい計
画となるよう留意すること。

８　合併10周年の期に制定された市民憲章にも謳うように、市民と協働して
「最上のまち西条」を目指したまちづくりを進めること。

以上


